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機械器具 66 歯科用練成器 

一般医療機器 歯科用練成器具 （70682000） 

セーブシリンジ 
 

再使用禁止 
 

 

【禁忌・禁止】 
1.本品に対して、発疹・皮膚炎などの過敏症の既往歴がある患者
には使用しないこと。 

2.再使用禁止。 

 

【形状・構造及び原理等】 
1.形状 
 

 
 

 
 
 

全長 容量 

99.6mm 1.5mL 

  
2.原材料 
ポリアミド、ガラス繊維、ポリプロピレン 

3.原理 
歯科材料をミキシングエレメントにより練和する。 

 

【使用目的又は効果】 
歯科材料（印象材又は歯科用支台築造材料、歯科用樹脂系模型材）
を練和し、適用部位に注入する。 
 

併用する歯科材料 ①歯科用ゴム質弾性印象材 
・歯科用ポリエーテル印象材 
・歯科用ポリサルファイド印象材 
・歯科用シリコーン印象材 
タイプ３：低粘度（主としてシリンジ 
注入にて使用するもの） 

②歯科用樹脂系模型材 

 

【使用方法等】 
 1.使用準備 
(1)カートリッジタイプの歯科材料の 2種類のペーストが均等に押 

し出されることを確認し、カートリッジ先端部を拭掃します。 

(2)シリンジにカートリッジタイプの歯科材料の先端部を差し込 

み、気泡が混入しないように、ゆっくりと少量ずつ装填します。 

歯科材料の装填時に注入口から歯科材料が流出する場合には、 

先端チップを平行またはやや下向きになるように傾けて装填し 

てください。 

※歯科材料を最大装填する場合、シリンジのスペースを約 2割残 

して装填してください。これ以上装填するとプランジャーの差し 

込みの際に歯科材料が溢出する可能性があります。 

(3)シリンジにプランジャーをまっすぐに差し込み、歯科材料が 

上部に位置するまで、ゆっくりと押します。 

(4)シリンジから少量ミキシングパットに試し出しし、先端部を 

拭掃します。 

(5)シリンジ先端にミキシングチップを装着し、必要に応じてミキ 

シングチップ先端にオーラルチップを装着します。 

2.歯科材料の練和および印象採得 

(1)プランジャーをゆっくりと押し、先端チップより練和された 

 歯科材料の試し出しを行って確認します。 

(2)適用部位に先端チップを適用させ、歯科材料の注入あるいは 

印象採得します。 

 

 ［使用方法に関連する使用上の注意］ 
1.併用する歯科材料の指定する硬化時間より前に、本品の操作を終了
すること。 

2.併用する歯科材料の製造者の指示に従って、シリンジの操作を行う
こと。 

3.歯科材料は、ゆっくりと少量ずつ装填および適用し、気泡が混入し
ないようにすること。 

4.歯科材料の試し出しを行い練和状態を確認してから歯科材料の注
入あるいは印象採得を行うこと。練和不良の場合は、本品の使用を
中止すること。 

5.プランジャーの操作は、ゆっくりとまっすぐに押すこと。斜めに操
作すると、ガスケットとシリンジの密着性が悪くなり気泡が混入し
たり、ガスケットが外れる可能性があります。 

6.シリンジ内の印象材を使い切っていない場合は、使用後もミキシン
グチップを取り外さずに保管し、再度同じ患者に使用する場合は、
ミキシングチップのみを交換して使用してください。 

 
 

【使用上の注意】 
［使用注意］ 
・本品に変形、傷、破損等がある場合には使用しないこと。 
・無理な角度、過度の加圧での使用はしないこと。 

 
［重要な基本的注意］ 
1.本品により過敏症状が表れた患者には使用を中止し、医師の診察
を受けさせること。 

2.本品により過敏症状が表れた術者は使用を中止し、医師の診察を
受けること。 

 
【保管方法及び有効期間等】 
［保管方法］ 
直射日光、高温多湿を避けた室温にて保管すること。 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 
製造販売業者 株式会社モリムラ 
電話番号 03-5808-9350 
製造業者 SEILGLOBAL CO.,LTD. (ｾｲﾙｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ社) 
製造国 大韓民国 
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